
地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴産業技術総合研究所（以下 法⼈    ）   法⼈設⽴時 ⼤阪府から
現物出資を受けた⽪⾰試験所（吹⽥市）について、同試験所の業務を和泉本所へ集約し、平成２８年３⽉
末に同試験所を閉鎖したことに伴い、法人として将来にわたり業務を確実に実施するうえで必要がなくなった旨を
決定しました。
     不要財産    旧⽪⾰試験所 ⼟地 建物     地⽅独⽴⾏政法⼈法施⾏令第５条の２
第１項 規定 基   法⼈  ⼤阪府知事  不要財産 納付 認可    申請      。（別紙）
⼤阪府知事   認可 ⾏        同法第４２条 ２第２項 規定 基        評価委員会

 意⾒ 聴               諮        

旧⽪⾰試験所    不要財産 ⼤阪府  納付    

２ 不要財産    ⼟地 建物

１ 趣 旨

（１）土 地

（２）建 物

資料５

所 在 地（地番） 不要財産 ⾯積（㎡）
吹田市岸部中一丁目54番２号 710.75

所 在 地（住居表⽰） 財 産 名 称 不要財産 ⾯積（㎡）

吹田市岸部中一丁目
18番13号

皮革試験所 398.11
皮革試験所 危険物倉庫 9.00

（不要財産    理由）
旧⽪⾰試験所  昭和４７年 設⽴以来 ⽪⾰ 関  企業   技術相談 耐久性 試験   業務を
⾏      施設 設備 ⽼朽化 利⽤企業     多様化 ⾼度化 対応     同試験所 平成２８
年３⽉末に閉鎖し、同試験所の業務を和泉本所へ集約したため。



（参考）
地⽅独⽴法制法⼈法施⾏令（抄）

第五条の⼆ 地⽅独⽴⾏政法⼈  法第四⼗⼆条 ⼆第⼀項の規定   出資等 係 不要財産（法第
六条第四項 規定  出資等 係 不要財産    以下同  ） 出資等団体（法第四⼗⼆条 二第一
項に規定する出資等団体をいう。以下同じ。）への納付（第一号及び第五号において「現物による出資等団体
への納付」という。）について、同項の認可 受          次 掲  事項 記載  申請書 設⽴団体
 ⻑ 提出          
１ 現物   出資等団体  納付 係 出資等 係 不要財産 内容

地⽅独⽴⾏政法⼈法（抄）

（財産的基礎）
第六条 地⽅独⽴⾏政法⼈    業務 確実 実施     必要 資本⾦  他 財産的基礎 有  
ければならない。
４ 地⽅独⽴⾏政法⼈  業務 ⾒直  社会経済情勢 変化  他 事由      保有  重要 財
産    条例 定     将来    業務 確実 実施  上 必要       認    場合     
当該財産 地⽅公共団体   出資⼜ 設⽴団体   ⽀出（⾦銭 出資 該当     除  ） 係  
        第四⼗⼆条 ⼆ 規定    当該財産（以下 出資等 係 不要財産     ） 処分  
ければならない。
（出資等 係 不要財産 納付等）
第四⼗⼆条の⼆ 地⽅独⽴⾏政法⼈  出資等 係 不要財産      遅滞   設⽴団体 ⻑ 認可
 受      当該出資等 係 不要財産 係 地⽅公共団体（以下  条     出資等団体   
う。）に納付するものとする。
５ 設⽴団体 ⻑  第⼀項⼜ 第⼆項 規定   認可                 評価委員会 意⾒
を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

⼤阪府地⽅独⽴⾏政法⼈ 重要 財産 関  条例（抄）

（処分の認可に係る重要な財産）
第⼆条 法第六条第四項 条例 定  重要 財産  法第四⼗⼆条 ⼆第⼀項⼜ 第⼆項 認可 申
請 ⽇    帳簿価額（現⾦及 預⾦      申請 ⽇      額） 五⼗万円以上       

３ 今後のスケジュール（予定）

時 期 内 容

H28.2
平成27年第5回評価委員会において、不要財産返納 係 中期計画
 変更    意⾒聴取 上、中期計画 変更

H28.7 法人から大阪府知事宛に申請書提出

H28.8 平成28年第３回評価委員会    審議及 意⾒書決定

H28.9 ９⽉定例会に、認可に係る議案提出

H28.11 議決後、不要財産 納付 係 知事認可

H29.3 ⼤阪府 不要財産 納付






